
令和 6 年度 守口市会計年度任用職員 

（家庭児童相談員）募集案内 

会計年度任用職員として守口市役所で勤務していただける方を募集します。 

会計年度任用職員とは 

会計年度任用職員とは、地方公務員法が適用される一般職の地方公務員で、１会計年度内 

（４月１日から翌年３月 31 日まで）で任用される非常勤職員です。 

 

会計年度任用職員に申込ができない場合があります 

次のいずれかに該当する場合は申込みができません。 

（地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当する場合） 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること 

 がなくなるまでの人 

・守口市の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人。 

 

採用までのスケジュール 

① 「令和 6 年度 会計年度任用職員（家庭児童相談員）任用申込書」を、（※守口市のホー

ムページからダウンロードできます） 

守口市役所こども部子育て世代包括支援センターに提出します。（随時） 

受付期間：随時  

② 子育て世代包括支援センターが書類選考をおこないます。 

③ 書類選考の結果をご連絡します。子育て世代包括支援センターにおいて、申込があった方

から順次面接等を行います。具体的な仕事内容や勤務時間、日数などの説明を受けます。 

④ 採用となった場合、会計年度任用職員として令和 6 年度任用されます。 

 

申込方法 

「令和 6 年度 会計年度任用職員（家庭児童相談員）任用申込書」を記載のうえ、資格や

免許の写しを同封の上、守口市役所 こども部子育て世代包括支援センターに提出してく

ださい。 

郵送の場合は、封筒に朱書きで「会計年度任用職員募集」と記載の上、下記まで郵送して

ください。 

直接持参の方は、月曜日～金曜日までの 9 時～17 時半の間に下記へ持参ください。 

 

 

提出先・連絡先 

〒570-8666 大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号 

   守口市役所 こども部子育て世代包括支援センター 家庭児童相談  

      電話番号 06-6992-1655 （直通） （市役所 3 階北エリア） 



勤務条件 

任用根拠 地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項 

募集資格 A 社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士・臨床心理士のいずれかの資格を有する

人、または令和 6 年 3 月末までに上記の資格を有する見込みのある人 

B 保育士・幼稚園教諭・教員・保健師・助産師・看護師のいずれかの資格を有し、民

間施設、医療機関又は行政機関等での資格の職務経験を５年以上有する人 

募集人員 若干名 

業務内容 養育に不安がある家庭への家庭訪問、電話や面談での相談対応 

児童虐待の通告受理と面談、児童虐待再発防止の定期面談やサポートプラン作成 

ケースカンファレンス出席、要保護児童地域協議会会議年間 17 回出席 

基本給 日額：12,293 円～12,443 円（経験による） 

諸手当等 時間外勤務報酬、交通費、期末手当等、勤勉手当等 

※期末手当は、一定の要件を満たす場合に支給します。 

勤務時間 月曜日～金曜日までの週 5 日 

9 時～19 時のうち休憩時間 45 分を除き、7 時間 

※通常は 9 時 45 分～17 時 30 分の勤務ですが、カンファレンスや面談の開始時間が

遅い場合等には 9 時～19 時の間で勤務時間を調整していただくことがあります。 

※勤務日数、勤務時間については相談に応じます。 

休日 原則、土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

休暇 年次有給休暇（6 か月以上の任用見込みがある場合のみ） 

特別休暇（夏季休暇等） 

勤務地 守口市 こども部 子育て世代包括支援センター 家庭児童相談 

守口市役所 3 階北エリア 06-6992-1655（直通） 

※令和 6 年 10 月 1 日から、守口市市民保健センターに移転します。 

任用期間 採用日から令和 7 年 3 月 31 日まで 

※勤務成績が良好な方は翌年度に更新の可能性あり 

試用期間 1 か月（条件付職員） 

福利厚生 健康保険（共済組合）、厚生年金保険、雇用保険、 

※一定の要件を満たす場合に加入します。 

服務 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。 

パートタイム勤務の会計年度任用職員は、地方公務員法第 38 条の営利企業への従事

（兼業）制限の適用除外となっておりますが、兼業を行う場合は人事課に報告する 

必要があります。 

ただし、以下の場合は認められませんので留意してください。 

・兼業を行うことによって職務の遂行に支障を来すおそれがある場合 

（兼業先との所定勤務時間の合計が本市常勤職員の標準勤務時間を上回る場合など） 

・兼業を行うことによって職務の公正を確保できなくなるおそれがある場合 

・兼業を行うことによって守口市の信用を損なうおそれがある場合 

申込後の申込書については、個人情報として厳正に取り扱います。返却はいたしませんので、

ご了承ください。また、他で就職が決まった等の理由により、会計年度任用職員への任用を 

希望しなくなった場合は、必ずご連絡をお願いします。 


